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 証券コード　2150
 平成23年６月３日

株 主 各 位 

 （本店所在地）
 東京都文京区本郷四丁目 3 7番 1 7号

 株 式 会 社 ケ ア ネ ッ ト
 （本社事務所）
 東京都千代田区九段南一丁目５番６号

代表取締役社長 大　野　　元　泰

第16期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　本年３月の東北地方太平洋沖地震により、被災されました株主の皆
様には心からお見舞い申し上げます。　
　さて、当社第16期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席下さいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年６月22日（水曜日）
午後５時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成23年６月23日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区西神田３－２－１
  住友不動産千代田ファーストビル南館２F

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項  
 報 告 事 項 第16期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報

告および計算書類の内容報告の件
　 決 議 事 項 　

　  第１号議案 定款一部変更の件
　  第２号議案 取締役５名選任の件
　  第３号議案

　
資本準備金の額の減少の件　

　
以　上


◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご

提出下さいますようお願い申し上げます。
◎　なお、株主総会参考書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合には、

当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.carenet.co.jp）において掲載させ
ていただきます。
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（添付書類）
　

事　 業　 報　 告

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　

１．会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済は、企業の業況判断に慎重さはあるものの企業収

益は改善が見えるなど、景気は持ち直しに転じておりました。しかしながら、

３月に発生した東日本大震災の影響により、その後の経済活動は急速に落ち

込み、景気は先行き不透明な状況となっております。　

医療業界においては、2010年度の診療報酬改定により、報酬配分の見直し

が行われたことから、開業医と勤務医の報酬格差の是正が期待されています。

しかしながら、医師不足や医師の過重労働の問題は未だ解決がされておらず、

そのようななかでも医師は医療の質の向上が求められ、依然、多忙を極めて

おります。このような状況のもと、患者に質の高い医療を提供し続けるため

には、医師が日頃から医療情報の収集や学習を欠かさないことが重要であり、

限られた時間のなかで効率よく習得できるコンテンツサービスは、依然高い

ニーズがあります。

一方、製薬業界においては、薬価マイナス改定やジェネリック医薬品の使

用促進などの医療費抑制策が推し進められるなか、市場を牽引してきた大型

薬剤は順次特許切れを迎えているため、国内外の製薬企業の収益環境は厳し

い状況にあります。そのため、製薬企業においては、新薬の研究開発や、営

業・マーケティング活動における生産性向上が重要視されており、経費が削

減されるなかで、より生産性の向上に資する厳選されたサービスは、依然高

いニーズがあります。

このような背景のなか、当社は、特に製薬企業が抱える営業・情報提供活

動の課題解決を事業機会と促え、積極的に対応しております。特に、がんや

精神・中枢神経系等のスペシャリティ領域での新薬開発が増えているなか、

多くの専門医に薬剤情報の提供を可能とするために、専門医を中心に医師会

員を増やしております。また、当社の中長期の成長に向け、当社のサービス

の源泉となる「ケアネット・ドットコム（CareNet.com）」への継続的な投資

も行っております。
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これらの活動を行うなか、当期においては、売上高は1,629百万円（前年同

期比25.1％減）と低調に推移いたしました。また、「ケアネット・ドットコ

ム」について、従来は、主に医師会員に対して「ｅディテーリング®」コンテ

ンツ等のサービス提供をするためのプラットホームとして利用しておりまし

たが、当期には、「ｅディテーリング®」等の実施案内が電子メールによる方

法にほぼ切り替わり、さらに、販売促進を目的とした複数の機能を「ケアネ

ット・ドットコム」に追加し利用しているため、当期から「ケアネット・ド

ットコム」の運営等に係る費用は、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。これらにより、売上総利益は880百万円（前年同期比19.3％増）、営業損

失は383百万円（前期は営業損失140百万円）、経常損失は380百万円（前期は

経常損失136百万円）となりました。これに加え、費用削減を目的に実施した

早期退職者募集に係る費用38百万円、資産除去債務会計基準の適用に係る費

用６百万円および本社移転に係る費用17百万円などを特別損失に計上したた

め、当期純損失は453百万円（前年は当期純損失409百万円）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

①医薬営業支援サービス

　当サービスにおいては、「ｅディテーリング®」の実施件数は41件（前年同

期は30件）、売上高は715百万円（前年同期比9.9％減）となりました。一方

で、「スポンサードWebコンテンツ制作」の売上高は200百万円（前年同期比

68.6％減）となりました。

  この結果、医薬営業支援サービスの売上高は981百万円（前年同期比34.6％

減）となりました。

②マーケティング調査サービス

当サービスにおいては、「ｅリサーチ™」の実施件数が91件（前年同期は82

件）となりました。

この結果、売上高は249百万円（前年同期比3.7％減）となりました。

③医療コンテンツサービス

当サービスにおいては、医師向け教育コンテンツ「ケアネットＤＶＤ」他

の売上高は217百万円（前年同期比2.6％増）、医師向け教育番組「ケアネッ

トＴＶ・メディカルCh.®」の売上高は180百万円（前年同期比11.1％減）とな

り、医療コンテンツサービスの売上高は398百万円（前年同期比4.1％減）と

なりました。なお、医師向け教育番組「ケアネットＴＶ・メディカルCh.®」

は、平成23年４月からインターネットによる動画配信サービス「CareNetオン

デマンド」に移行しております。
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　また、医師・医療従事者向け医療専門サイト「ケアネット・ドットコム

（CareNet.com）」においては、医師会員獲得および維持を目的に、前期に引

き続き積極的に投資を行っております。これにより、当期末の医師会員数は

10万人（前年同期は９万５千人）となり、順調に推移いたしました。

　

(2) 設備投資等の状況

　当期に実施した設備投資の総額は、166百万円（前期比8.0％増）でありま

す。

　その主なものは、本社移転に伴う設備の新設（44百万円）、ケアネット・

ドットコム(CareNet.com)の機能拡充(53百万円)、および新サービスのシステ

ム開発(61百万円)であります。

　

(3) 資金調達の状況

　該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

当社は、前期（第15期）および当期（第16期）において、売上高減少によ

る２期連続の営業損失、および 営業活動によるキャッシュ・フローのマイナ

スが生じております。売上高減少の主な要因は、「ｅディテーリング®」の販

売単価の低下、「ｅリサーチ™」の受注の減少、および 医師間症例共有サー

ビス「RegistrySTATION®（レジストリーステーション）」を前期（第15期）

に発売中止した影響が重なったことによるものであります。この結果により、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が発生しております。

当社は、当該状況を解消するための対応策として、次の内容を、次期（第17

期）単年度計画、および 中期経営計画に織り込んで実行していく予定であり

ます。

①  新サービス導入による業績回復

当期（第16期）に準備段階にあった「ｅディテーリング®」の次期版「Ｍ

ＲＰｌｕｓ®（エムアールプラス）」、および 病院向けｅラーニングシス

テム「ＭＡＬＳ®（マルス）」の２つの新サービスを本格稼働させ、次期

（第17期）には売上高の伸長による業績回復を図り、その後の中期におい

ても、これらサービスによる利益成長を図ります。具体的には、次期（第

17期）はこれらサービスの導入開始のために営業体制を強化し、営業活動

に注力するとともに、導入先でのサービス満足度を高めていくための施策

も並行して実施し、早期に導入実績に基づいた営業・マーケティング活動

に繋げていくことに注力してまいります。

②　既存サービス売上高の維持、または増収　

既存サービスである「ｅディテーリング®」、および「ｅリサーチTM」　

は、ここ数年間において売上高の減少傾向が続きました。これらのサービ

スは、売上総利益率の高いサービスであり、売上高の減少傾向は営業利益

に大きな影響を与えております。次期（第17期）においては、営業部門お

よび制作部門の人員補強を行うなどの体制強化により、減少傾向であった

これらサービスの売上高の維持、または増収を図ります。

　

また、上記と並行して、次の施策も実行していく予定であります。　

③　動画コンテンツの再活用と中国進出

SKY PerfecTV！を媒体として、長年 医師向け教育番組「ケアネットＴ

Ｖ・メディカルch.®」を提供してまいりましたが、平成23年４月から、「医

師が視聴したい時に視聴できる」という利便性に配慮して、インターネッ

トによる動画配信サービス「CareNetオンデマンド」への切り替えを行いま
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した。これにより10年以上にわたって蓄積してきた動画コンテンツをアー

カイブ化することが可能となったため、次期（第17期）から、この動画コ

ンテンツを再活用することにより、インターネットによる動画配信を新た

なサービスとして開始いたします。

また、この動画コンテンツは、次期（第17期）における中国事業展開に

も積極的に活用して新たな成長の源泉を創出してまいります。　

　

　(5) 財産および損益の状況の推移
　 （単位：千円）

区 分
第13期

平成20年３月期
第14期

平成21年３月期
第15期

平成22年３月期
第16期(当期)

平成23年３月期

売 上 高 2,617,333 2,649,356 2,173,995 1,629,204

営 業 利 益 ま た は
営 業 損 失 （ △ ）

401,384 213,609 △140,397 △383,959

経 常 利 益 ま た は
経 常 損 失 （ △ ）

389,588 219,673 △136,361 △380,900

当 期 純 利 益 ま た は
当 期 純 損 失 （ △ ）

561,001 80,544 △409,765 △453,492

１株当たり当期純利益　または
当 期 純 損 失 （ △ ） ( 円 ）

10,820 1,544 △7,850 △8,655

総 資 産 2,832,642 2,870,641 2,286,163 1,823,217

純 資 産 2,519,164 2,457,367 1,999,619 1,524,887

１株当たり純資産額（円） 48,305 47,097 38,073 29,258

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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(6) 主要な事業内容（平成23年３月31日現在）　　

　当社は、製薬企業向けの医薬営業支援サービス、マーケティング調査サー

ビスおよび医師・医療従事者向けの医療コンテンツサービスを、主な事業内

容としております。

　なお、具体的な内容は次のとおりであります。

区 分 内 容

医 薬 営 業 支 援
サ ー ビ ス

医師に製薬企業からの情報を提供し、製薬企業の営業活動の生産
性向上を支援するサービスであります。

マーケティング調査
サ ー ビ ス

全国の医師からデータを収集し、医薬品の開発やマーケティング
に活用できる集計・解析結果を提供するサービスであります。

医 療 コ ン テ ン ツ
サ ー ビ ス

医師・医療従事者に対し、インターネットを用いて、医療関連コ
ンテンツを無料で提供し、衛星放送やＤＶＤを用いて有料の教育
コンテンツを提供しております。

　

(7) 主要な営業所（平成23年３月31日現在）　　

本社　東京都千代田区九段南　

（注）上記は実際の業務を行っている場所であり、登記上の本店所在地は

以下のとおりであります。

本店所在地　東京都文京区本郷

　

(8) 従業員の状況（平成23年３月31日現在）　　

期 末 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

 名 名 歳 年
男 性 49 6（減） 39.9 4.2

女 性 18 6（減） 37.1 5.7

合計または平均 67 12（減） 39.1 4.6

（注）１．従業員には使用人兼務取締役および臨時従業員を含んでおりません。

２．上記従業員の他に、期中平均24名（８時間勤務換算）の臨時従業員がおります。
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２．会社の株式に関する事項(平成23年３月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 200,000株

(2) 発行済株式の総数 52,420株

(3) 株主数 2,178名

(4) 大株主（上位10名）

株　主　名      持　株　数（株） 　持　株　比　率（％）

ケアネット・イノベーション　　　　

投資事業有限責任組合
20,785 39.9

ジャパン　ビートゥービー　　　　　

エルエルシー　　　　　　　

（常任代理人　ゴールドマン・サック

ス証券株式会社）

4,800 9.2

株式会社キャリアブレイン 2,580 4.9

大野　元泰 1,224 2.3

京セラ株式会社 1,115 2.1

詫摩　直也 861 1.6

藤井　寛治 746 1.4

ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　ＴＯＲＵ

（常任代理人　岡三証券株式会社）
720 1.3

秦　充洋 650 1.2

武藤　克人 500 0.9

　（注）持株比率は自己株式（419株）を控除して計算しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項　　

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（平成23年３月31日現在）

株 主 総 会 決 議 日 平成16年６月29日

新 株 予 約 権 の 数 600個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式　600株
(新株予約権1個当たり1株)

新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無　償

新 株 予 約 権 の 行 使 価 額 25,306円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平成18年７月１日から平成26年３月31日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 （注）

役員の保有状況

取締役（社外取締役を除く。）
保有者数　1名

保有数  600個

社 外 取 締 役 －

監 査 役 －

（注）新株予約権の主な行使条件は、次のとおりであります。

　１．新株予約権の割当を受けた者で、新株予約権行使時に、当社の取締役もしくは従業員

の地位を喪失している者も、下記３．に規定する「新株予約権割当契約書」に定める

権利行使の条件を満たした新株予約権については行使できるものとしております。

　２．新株予約権を保有する新株予約権者が死亡した場合は、下記３．に規定する「新株予

約権割当契約書」に基づく権利行使の条件を満たした新株予約権についてのみ、その

相続人が行使できるものとしております。

　３．その他の条件については、当該定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによって

おります。

　

(2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況　

 　　該当事項はありません。
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４．会社の役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の状況（平成23年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 大 野 　 元 泰  株式会社葦の会　取締役

取 締 役 副 社 長 藤 井 　 寛 治  事業開発本部長

取 締 役 秦 　 　 充 洋
株式会社ミレニアムパートナーズ　代
表取締役

常 勤 監 査 役 浦 野 　 雄 三  

監 査 役 佐 藤 　 敬 幸
株式会社ＩＰＯサポート　取締役
株式会社オウケイウェイヴ　監査役

監 査 役 藤 原 　 啓 三 　

（注）１．常勤監査役浦野雄三および監査役藤原啓三は、社外監査役であります。

　　　　　なお、両者とも、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　　　２. 当社は常勤監査役浦野雄三および監査役藤原啓三を東京証券取引所の規則に基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　

　

(2) 事業年度中に退任した取締役

氏　　　名 退　任　日 退任事由  退任時の地位・担当および重要な兼職の状況

高橋　　功 平成22年８月10日 辞任 代表取締役
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(3) 取締役および監査役の報酬等の額

区　　分
取　締　役 監　査　役 計

人数 金額 人数 金額 人数 金額

　
総会決議に基づく金銭による報酬

名 百万円 名 百万円 名 百万円
3 36 3 11 6 47

ストック・オプションとしての新株予
約権による報酬

1 0 － － 1 0

計     36     11     48

（注）１．上記には、当事業年度中に退任した取締役１名を含んでおり、当事業年度末現在の人

員は、取締役３名、監査役３名であります。なお、取締役３名はすべて社内取締役で

あり、監査役３名のうち２名が社外監査役であります。

２．上記のうち、社外監査役に対する報酬等の総額は２名分８百万円であります。

３. 取締役および監査役に対する報酬限度額は、株主総会決議により、次のとおり定めら

れています。

①取締役

 　　　　年額160百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)(平成19年６月27

日開催定時株主総会決議)に加え、ストック・オプションとして新株予約権による報酬

年額40百万円以内(平成19年６月27日開催定時株主総会決議)

②監査役

年額25百万円以内(平成13年６月28日開催定時株主総会決議)
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(4) 社外役員に関する事項

①　当事業年度における主な活動状況

イ．社外役員の取締役会および監査役会への出席状況

 
取締役会（19回開催） 監査役会（15回開催）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

社 外 監 査 役 浦 野 雄 三 19 100.0％ 15 100.0％

社 外 監 査 役 藤 原 啓 三 17 89.5％ 15 100.0％

　

ロ．取締役会等における発言状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監　査　役

 

浦 野 　 雄 三

監査役および経理業務の経験が長く、その専門性か
ら、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお
ります。また、監査役会において、取締役の執行状
況ならびに法令遵守について適宜、必要な発言を行
っております。

藤 原 　 啓 三

監査役および取締役としての経験が長く、その専門
性から、取締役会において、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ております。また、監査役会において、取締役の執
行状況ならびに法令遵守について適宜、必要な発言
を行っております。

　

②　責任限定契約の内容の概要

　　当社と各社外役員とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。



－ 13 －

５. 会計監査人に関する事項

　(1)　名称

　　　 有限責任監査法人トーマツ　

　(2)　報酬等の額

内　　　　容 金　　　　額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の
額

　26百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

　26百万円

　(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　(3)　会計監査人の解任または不再任の決定方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または監査役

会の請求に基づいて、会計監査人の監査または不再任を株主総会の会議

の目的とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招

集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制は次のとおりであります。

  (1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制

①　企業倫理の確立ならびに法令・定款・社内規程の遵守を目的として制定

したケアネット・コンプライアンス行動規範を取締役および使用人に周知

徹底する。

②　監査役による取締役の職務執行の監査、社長直轄の内部監査人による社

内各部署の監査および「公益通報者保護規程」に基づく内部通報制度によ

りコンプライアンス状況を適時把握する。

 　③　法令違反および社内規程に関する重大な違反が発見された場合、取締役

会にて遅滞なく是正の措置をとる。

  (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　　取締役による報告・決裁・討議・決議の内容は法令および社内規程に従

って適切に保存し、必要に応じて取締役、監査役または会計監査人が閲覧

可能な状態にて管理する。

  (3) 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

　　①　取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法

定事項その他経営に関する重要事項について審議、決定し、また、各部門

からの報告に基づき、業務執行状況の監督を行う。

　　②　取締役、執行役員、監査役および内部監査担当者ならびに社長が指名す

る者を構成員とした「執行役員会議」を原則月１回開催し、取締役会に報

告すべき業務執行上の重要課題を抽出し、解決に向けた協議を行う。

  (4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　①　損失の危険について、考えられる要因を定期的に抽出し、取締役会なら

びに弁護士、会計士等の外部専門家の助言を受けて防衛策を講じ、社内規

程に従って適切に管理する。

 　 ②　不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長直轄の対策チームを設置

し、迅速に対応を決定することによって損害を最小限に止める。
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  (5) 監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項

　　　監査役が必要とした場合、監査役の職務遂行を補助する使用人を配置す

る。当該使用人の人事異動、人事考課については、予め監査役の同意を得

る。

  (6) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

 　 ①　取締役および使用人が、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状

況その他に関する報告を行うよう周知徹底する。

 　 ②　重要な決裁書類を、監査役の閲覧に供する。

  (7) 監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

 　 ①　監査役は取締役会、執行役員会議等、監査役が必要と認める重要な会議

に出席する。

 　 ②　監査役は、監査役会において、監査実施状況等について情報の交換・協

議を行う。また、外部監査人ならびに内部監査担当者と定期的に意見交換

を行い、連携を図ることによって効果的な監査業務を行う。
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７．会社の支配に関する基本方針
(1)  当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針

  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における

当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行

為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資

するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、

最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に

委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーと

の良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を

十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決

定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された

者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の

大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

　

　(2)  基本方針の実現に資する取組み

①　企業価値向上への取組み

  当社は、平成８年に医療情報提供サービスを目的に創業し、平成10年

７月にSKY PerfecTV!にて「ケアネットＴＶ・メディカルCh.®」を開局、

平成12年４月にはインターネット上の医師・医療従事者向け会員サイト

を開設し、現在に至っております。

  当社の事業モデルの基本は、医療分野における厳選した知識やノウハ

ウを、「短時間で楽しく、解りやすく習得できる」という方針をもって

加工し、提供することにあります。医師・医療従事者は、その職業人生

を通じて、常に新しい知識やノウハウを習得することを求められており

ます。ところが、近年の医療制度改定の影響を受け、医師・医療従事者

の忙しさはその度合いを増しており、知識やノウハウの習得に費やす時

間的余裕は年々減ってきております。したがいまして、知識やノウハウ

を効率よく習得する方法が求められており、今後もそのニーズは増加す

ると考えられます。
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以上の考え方を基に、当社は衛星放送やＤＶＤを用いて有料の教育コ

ンテンツを医師・医療従事者に提供しております（「医療コンテンツサ

ービス」）。また、インターネットを用いて、医療関連コンテンツを無

料で提供しております。このようにして、満足度の高い医療情報を提供

し続けることで、当社に対して情報提供の許諾を与える医師会員を増や

しております。

また、当社から情報提供を受ける医師会員を保有することにより、製

薬企業へ医薬品の営業・マーケティング活動を支援するサービスを提供

することができます。製薬企業にとっては、近年ますます新薬承認の水

準や新薬開発コストが上昇し、営業・マーケティング活動においてはさ

らなる生産性の向上が求められております。当社は、製薬企業のこのよ

うなニーズに対し、大きく二つのサービスを提供しております。一つは、

インターネットを介して医師に情報を提供することによって、ＭＲと呼

ばれる製薬企業営業員の活動の生産性向上を支援する「医薬営業支援サ

ービス」であります。もう一つは、全国の多数の医師からデータを収集

し、医薬品の開発やマーケティングに活用できる集計・解析結果を提供

する「マーケティング調査サービス」であります。

以上のように、満足度の高い医療情報の提供を通じて医師会員を増や

し、当社から情報提供を受ける医師会員に裏付けられた製薬企業への医

薬品営業・マーケティング活動を支援するサービスの販売・拡充に注力

していくことで、企業価値向上を図ってまいります。

②　コーポレート・ガバナンスについて

  当社では、取締役会による戦略指導や経営の監視、監査役会による取

締役の業務執行の監査を中枢に置いたコーポレート・ガバナンスの体制

を敷いております。

  当社では、取締役会を取締役３名で構成し、取締役会が経営上の重要

事項の意思決定を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。

　また、取締役会では各部門からの報告に基づいて情報を共有し、各事

業の進捗状況の確認、業務に関する意思決定、リスクの認識および対策

についての検討を行い、事業活動に反映しております。

  なお、取締役会において決定した業務執行を迅速かつ効率的に実行す

るために、執行役員制度を導入しております。
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　さらに、監査役は、取締役会および執行役員会議等重要な会議へ出席

し、業務および財産の状況の確認を通じて、取締役の職務遂行を監査す

るとともに、監査役会は内部監査担当者および会計監査人と緊密な連携

を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を

高めております。

　

 (3)  当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の非継続

  当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守

すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ

十分な情報および時間、ならびに大規模買付行為を行おうとする者との交

渉の機会を確保するために、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策

（以下「本プラン」といいます。）を導入いたしました。

　当社は、本プラン導入後も、平成18年12月の金融商品取引法改正による、

（ⅰ）公開買付開始時における対象会社と買収者のやり取りのルール化（金

融商品取引法第27条の２）、（ⅱ）買付期間延長請求権の制度化（同法第

27条の10）、（ⅲ）大量保有報告提出の義務化（保有後５営業日以内に報

告）（同法第27条の26）の法整備について、その実効性を観察および検討

してまいりました。その結果、大規模買付提案者が提示する提案内容、お

よび大規模買付提案者の濫用的意図の有無の検討を行う期間および情報の

確保という本プラン導入時の目的が、実務的にも一定程度担保されたと評

価するにいたりました。また、当社を取り巻く経営環境は、本プランを導

入した当時とは変化しており、当社の企業価値および株主共同の利益を損

なう可能性のある濫用的買収の脅威も相対的に低くなっていると理解して

おります。

　このような理由により、平成23年2月28日開催の取締役会において、有効

期間満了後、本プランを継続しないことを決議いたしました。

　なお、本プラン廃止後も引き続き、大規模買付行為または買付提案があ

った場合には、株主の皆様の利益確保のため積極的な情報収集と適切な開

示に努めるとともに、その時点における当社の株主共同の利益と企業価値

の保護の観点から適切な対応をしてまいります。

　なお、本プランの内容は次の通りです。
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 (4)  本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務およ

び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）

①　本プランに係る手続き

(ア)　対象となる大規模買付等

  本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けま

たはこれに類似する行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除

きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされ

る場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、または行おうとす

る者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められ

る手続きにしたがわなければならないものとします。

(ⅰ)　当社が発行者である株式等(注１)について、保有者(注２)の株式

等保有割合(注３)が20％以上となる買付け

(ⅱ)　当社が発行者である株式等(注４)について、公開買付け(注５) に

係る株式等の株式等所有割合(注６)およびその特別関係者(注７)

の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

(イ)「意向表明書」の当社への事前提出

  買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締

役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定め

る手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明

書」といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

　　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただき

ます。

(ⅰ)　買付者等の概要

(イ)　氏名または名称および住所または所在地

(ロ)　代表者の役職および氏名

(ハ)　会社等の目的および事業の内容

(ニ)　大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）

の概要

(ホ)  国内連絡先

(ヘ)  設立準拠法

(ⅱ)　買付者等が現に保有する当社の株式等の数、および、意向表明書

提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況

(ⅲ)　買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付

等により取得を予定する当社の株式等の種類および数ならびに大

規模買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしく
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は政策投資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡

等、または重要提案行為等(注８) その他の目的がある場合には、

その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを

記載していただきます。）を含みます。）

      (ウ)「本必要情報」の提供

　　　　　　上記(イ)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等

におきましては、以下の手順にしたがい、当社に対して、大規模買付

等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本

必要情報」といいます。）を提供していただきます。

　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していた

だいた日から10営業日(注９)（初日不算入）以内に、当初提出してい

ただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記(イ)(ⅰ)(ホ)の国内

連絡先に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に

従って十分な情報を当社に提出していただきます。

　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただい

た情報では、大規模買付等の内容および態様等に照らして、株主の皆

様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分である

と当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請

求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

　なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項

目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるもの

といたします。

(ⅰ)　買付者等およびそのグループ（共同保有者(注10) 、特別関係者お

よびファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。）の

詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員

の氏名および職歴等を含みます。）

(ⅱ)　大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただい

た目的の詳細）、方法および内容（経営参画の意思の有無、大規

模買付等の対価の種類および金額、大規模買付等の時期、関連す

る取引の仕組み、買付予定の株式等の数および買付等を行った後

における株式等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みま

す。）

(ⅲ)　大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算

定に用いた数値情報および大規模買付等に係る一連の取引により

生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意
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見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および

当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。）

(ⅳ)　大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者）を

含みます。）の具体的名称、調達方法および関連する取引の内容

を含みます。）

(ⅴ)　大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無お

よび意思連絡がある場合はその内容および当該第三者の概要

(ⅵ)　買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、

売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め（以下「担

保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契

約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該

担保契約等の具体的内容

(ⅶ)　買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に

関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場

合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対

象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ)　大規模買付等の後における当社の経営方針、事業計画、資本政策

および配当政策

(ⅸ)　大規模買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客および地

域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

(ⅹ)　当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなさ

れた事実とその概要および本必要情報の概要その他の情報のうち株

主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、

適切と判断した時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分

になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知（以下「情

報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を

開示いたします。

　　　(エ)　取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評

価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間（いずれも初日

不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および

代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）

として設定いたします。
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(ⅰ)  対価を現金（円貸）のみとする公開買付けによる当社全株式等を

対象とする公開買付けの場合には60日間

(ⅱ)　その他の大規模買付等の場合には90日間

　ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取

締役会が必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、

具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる理由を買付者等

に通知するとともに株主の皆様に開示いたします。また、延長の期

間は最大30日間といたします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適

宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要

情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等

を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、

大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまと

め、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開

示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付

等に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会とし

て、株主の皆様に代替案を提示することもあります。

　　　(オ)　対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記(エ)の当社取締役会に

よる評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案と並行して、以下

の手続きにしたがい、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に

関する勧告を行うものといたします。その際、独立委員会の判断が当

社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされる

ことを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執

行を行う経営陣から独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナン

シャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものといたします。

なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定

める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概

要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報

開示いたします。

(ⅰ)　独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

　独立委員会は、買付者等が上記(イ)から(エ)までに規定する手続

きを遵守しなかった場合、または買付者等による大規模買付等が専
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ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の

企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる

場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告いたしま

す。なお、別に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合

には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同

の利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するもの

といたします。

(ⅱ)　独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

　(ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、当社取締役会に対して

対抗措置の不発動を勧告いたします。

　　　(カ)　取締役会の決議

　当社取締役会は、(オ)に定める独立委員会の勧告を最大限尊重する

ものとし、係る勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確

保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議

を行うものといたします。

　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措

置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要

その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行い

ます。

　　　(キ)　対抗措置の中止または発動の停止

　当社取締役会が上記(カ)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した

後または発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した

場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実

関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・

向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと

考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧

告に基づき、または勧告の有無もしくは勧告の内容にかかわらず、対

抗措置の中止または発動の停止を行うものといたします。

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概

要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行

います。

　　　(ク)　大規模買付等の開始

　買付者等は、上記(ア)から(カ)に規定する手続きを遵守するものと

し、取締役会において対抗措置の発動または不発動の決議がなされる

までは大規模買付等を開始することはできないものといたします。
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②　本プランにおける対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記①(カ)に記載の決議に基づき発動する対抗措置

としては、原則として、新株予約権（以下「本新株予約権」といいま

す。）の無償割当てを行うことといたします。ただし、会社法その他

の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動するこ

とが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることも

あります。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後におい

ても、上記①（キ）記載のとおり、対抗措置の中止または発動の停止

を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が

本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規

模買付等を中止し、当社取締役会が上記①（キ）に記載の決議を行っ

た場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係

る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止

し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使

期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得

する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものといた

します。

③　本プランの有効期間、廃止および変更

　本プランの有効期間は、平成23年６月開催予定の定時株主総会終結

の時までといたします。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会におい

て本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは

当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたします。

また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

り本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で

廃止されるものといたします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令も

しくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、

または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で

独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場

合があります。

　当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止また

は変更の事実および（変更の場合には）変更内容その他当社取締役会

が適切と認める事項について、情報開示を行います。
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 (5)  本プランの合理性

 ① 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関す

る指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充

足しております。

② 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入され

ていること

　本プランは、上記(３)に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買

付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆

様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な

情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等

を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、

向上させるという目的をもって導入されるものであります。

③ 株主意思を重視するものであること

　上記(４)③に記載したとおり、本プランの有効期限は平成23年６月開

催予定の定時株主総会終結の時までであります。しかし、係る有効期間

の満了前であっても、上記(４)③に記載したとおり、当社株主総会にお

いて本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも

当該決議に従い変更または廃止されることになります。したがいまして、

本プランの導入および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される

仕組みとなっております。

④ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除

するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および

勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置いたし

ます。

　独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社

の社外取締役、社外監査役、または社外の有識者（実績のある会社経営

者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準じ

る者）から選任される委員３名以上により構成されます。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆

様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資す

るよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。
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⑤ 合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記(４)①に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要

件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役

会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。　

⑥ デッドハンド型買収防衛策ではないこと

　上記(４)③に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任され

た取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができる

ものとされております。したがいまして、本プランは、デッドハンド型

買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻

止できない買収防衛策）ではありません。

　

（注） １．金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めが

ない限り同じといたします。なお、本プランにおいて引用される法令等

に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）

があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当

社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令

等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものと

いたします。

　２．金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第

３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。

　３．金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。以下同じといたし

ます。

　４．金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。以下(ⅱ)において

同じといたします。

　５．金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じといたし

ます。

　６．金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。以下同じといたし

ます。

　７．金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。

ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券

等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除き

ます。以下同じといたします。

　８．金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８

の２第１項、および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第

16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限
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り同じといたします。

　９．営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる

日以外の日をいいます。以下同じといたします。

　10．金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同

条第６項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を

含みます。以下同じといたします。

　

　

　

　

　

　───────────────────────────────────

　本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示して

おります。
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貸　借　対　照　表
（平成23年３月31日現在）

（単位：千円）

科 　 目 金　額 科 　 目 金　額

(資産の部)  (負債の部)  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

差 入 保 証 金

そ の 他

1,453,051

1,250,880

5,715

146,134

21,364

21,149

7,806

370,165

47,302

26,371

20,931

210,092

209,486

606

112,770

111,635

1,134

流 動 負 債 280,998

買 掛 金 25,216

未 払 金 128,583

未 払 費 用 52,041

未 払 法 人 税 等 5,215

前 受 金 31,972

預 り 金 12,311

ポ イ ン ト 引 当 金 25,658

固 定 負 債 17,331

繰 延 税 金 負 債 4,792

資 産 除 去 債 務 12,538

負 債 合 計 298,329

(純資産の部)  

株 主 資 本 1,521,467

資 本 金 591,321

資 本 剰 余 金 895,884

資 本 準 備 金 516,444

その他資本剰余金 379,440

利 益 剰 余 金 55,127

その他利益剰余金 55,127

繰越利益剰余金 55,127

自 己 株 式 △20,865

新 株 予 約 権 3,419

純 資 産 合 計 1,524,887

資 産 合 計 1,823,217 負 債 純 資 産 合 計 1,823,217

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(
自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日)
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  1,629,204

売 上 原 価  749,138

売 上 総 利 益  880,065

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  1,264,025

営 業 損 失  383,959

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 1,376  

未 払 配 当 金 除 斥 益 1,272  　

そ の 他 624 3,272

営 業 外 費 用 　 　

自 己 株 式 取 得 費 用 212 212

経 常 損 失  380,900

特 別 利 益   

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 18 　

新 株 予 約 権 戻 入 益 2,391 2,409

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 3,935 　

早 期 退 職 費 用 38,558 　

資 産 除 去 債 務 会 計 基 準
の 適 用 に 伴 う 影 響 額

6,989 　

本 社 移 転 費 用 17,242 66,726

税 引 前 当 期 純 損 失  445,216

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,483 　

法 人 税 等 調 整 額 4,792 8,275

当 期 純 損 失  453,492

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

（単位：千円）

 

株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資本剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利 益

剰 余 金
合 計繰越利益

剰 余 金

平成22年３月31日残高 591,321 516,444 379,440 895,884 508,619 508,619 － 1,995,825 3,793 1,999,619

事 業 年 度 中 の 変 動 額           

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － △20,865 △20,865 － △20,865

当 期 純 損 失 ( △ ) － － － －
　

△453,492
　

　
△453,492

　
－ △453,492 － △453,492

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

－ － － － － － － － △374 △374

事業年度中の変動額合計 － － － － △453,492
　

△453,492
　

　
△20,865

　　

　
△474,358

　　
△374

　
△474,732

　

平成23年３月31日残高 591,321 516,444 379,440 895,884 55,127 55,127 △20,865 1,521,467 3,419
　

1,524,887
　

（注）１.その他資本剰余金の当事業年度末残高379,440千円は、自己株式処分差益であります。

　　　２.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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注記

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

①　製品 ……………………………… 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しており

ます。

②　仕掛品 …………………………… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しておりま

す。

　
　

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。なお、耐用年数は建物が10年～15年、器具及び備品が４年

～６年であります。

②　無形固定資産

ソフトウェア …………………… 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

　　

(3) 引当金の計上基準

ポイント引当金 　

　ケアネット・ドットコム会員に付与したポイントについて、将来のポイント利用に伴う

費用見込額を引当金計上しております。

　なお、ケアネット・ドットコム会員に付与していたポイントは、従来は、即時交換を行

っていたため、ポイント付与時にポイント利用に伴う費用として処理しておりました。当

事業年度からは、当該ポイントの利用を繰越できる取り扱いに変更したことにより、将来

のポイント利用に伴う費用見込額を引当金計上する処理に変更しております。

　

(4) 消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　

２．重要な会計方針の変更

　　　資産除去債務に関する会計基準等の適用　

　当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年

３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当事業年度の営業損失、経常損失はそれぞれ2,470千円増加、税引前当期純

損失は9,460千円増加しております。
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３．追加情報

　　「ケアネット・ドットコム」の運営等に係る費用の計上区分の変更

　「ケアネット・ドットコム」は、従来、医師会員に対し、主として「ｅディテーリング

®」のコンテンツ提供、および 「ｅリサーチ™」のアンケート回収のためのプラットホーム

として利用しておりましたが、当事業年度において、「ｅディテーリング®」および 「ｅ

リサーチ™」の実施案内が、電子メールによる方法にほぼ切り替わったため、ほどんどの医

師会員が「ケアネット・ドットコム」に直接アクセスしない方法により、当該サービスの

提供を受けることとなりました。また、当期４月以降順次、会員マイページ機能、Ｑ＆Ａ

機能、ポイントプログラム機能、および 当社全体のプロモーションコンテンツを搭載する

ことにより、非会員の医師を会員化するための販売促進ツールとして利用しております。

　このように「ケアネット・ドットコム」の性質が変更となったことに伴い、「ケアネッ

ト・ドットコム」の運営等の費用は、従来は売上原価に計上しておりましたが、当事業年

度から販売費及び一般管理費に計上しております。なお、前事業年度および当事業年度の

「ケアネット・ドットコム」の運営等の費用は、それぞれ272,449千円、229,288千円であ

ります。

　

４．貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産の内訳     

　　製品 8,558千円

　　仕掛品 12,616千円

　　貯蔵品 190千円

　 　

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 41,157千円

　　　

５．損益計算書に関する注記

　　　早期退職費用　

　早期退職募集措置に基づく、早期退職者に対する退職一時金および再就職支援金等であ

ります。
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６．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類および総数

普通株式 52,420株

　

(2) 当事業年度末において保有している自己株式の種類および総数

普通株式 419株

　

(3) 配当に関する事項

①　配当金の支払額

　　　　該当事項はありません。

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

　　該当事項はありません。　

　

(4) 当事業年度の末日において発行している新株予約権（権利行使期間の到来していないもの

を除く。）の目的となる株式の種類および株式数

普通株式 3,816株
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７．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動の部 (単位：千円)

繰延税金資産  

未払費用 17,509

未払事業税 704

製品評価損 13,019

ポイント引当金 10,440

その他 444

繰延税金資産小計 42,118

評価性引当額 △42,118

繰延税金資産合計 －

固定の部

繰延税金資産  

無形固定資産 63,631

投資有価証券 129,752

資産除去債務 5,101

税務上の繰越欠損金 245,904

その他 60

繰延税金資産小計 444,450

評価性引当額 △444,450

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債　 　

建物（資産除去債務）　 △4,792

繰延税金負債合計　 △4,792

繰延税金負債の純額 △4,792

　

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別

の内訳

　 （単位：％）

法定実効税率 40.7  

（調整）   

繰延税金資産に対する評価性引当額の増減 △41.1  

住民税均等割額 △0.8  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.9 　

その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.9  
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８.　金融商品に関する注記　

(1) 金融商品の状況に関する事項

　（金融商品に対する取組方針）　

　　　当社は、資金運用については、安全性を重視し、定期預金に限定し余資運用を行ってお

ります。また、外部からの資金調達は行っておりません。　

　（主な金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制）

受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについて

は、与信管理規程に沿ってリスクを管理しております。

差入保証金は、主として本社ビルに係る入居保証金であり、期日および残高を管理して

おります。

買掛金は外注委託先等に対する債務であり、未払金は一般経費等に係る債務であり、短

期間で支払われます。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、

次のとおりであります。　

(単位：千円)

　 貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額　

①　現金及び預金 1,250,880　　 1,250,880　 －　

②　受取手形 5,715　　 5,715　 －　

③　売掛金 146,134　　 146,134　 －　

④　差入保証金 111,635　　 96,932　 △14,702　

⑤　買掛金  (25,216)　　  (25,216)　 －　

⑥　未払金 (128,583)　　 (128,583)　 －　

＊　負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

(注）金融商品の時価の算定方法

①　現金及び預金、②　受取手形、③　売掛金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

④　差入保証金

将来キャッシュ・フローを、返還見込日までの期間および無リスクの利子率で割り

引いた現在価値により算定しております。　

⑤　買掛金、⑥　未払金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。　　　

　

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 29,258円43銭

(2) １株当たり当期純損失金額 8,655円27銭
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成２３年５月１０日 

 株式会社　ケアネット  

 取　締　役　会　御中  

 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 三　澤　幸之助 印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 中  桐  光  康 印

 

　　 　

 　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社
ケアネットの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第１６期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変
動計算書並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びそ
の附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か
ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

　

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第16期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　

1． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その

他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に

記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なもの

として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし

ました。事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針及び

各取組み（会社法施行規則第118条第3号イ、ロ）については、取締役会そ

の他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書に

ついて検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事

業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書）及びその附属明細書について検討いたしました。　
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認

められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第

３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株

主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

 

 平成23年５月17日  
 株 式 会 社  ケ ア ネ ッ ト  監 査 役 会  

 

常勤監査役（社外） 浦 野 雄 三 

監 査 役 佐 藤 敬 幸 

監 査 役 （ 社 外 ） 藤 原 啓 三 

 

以　上
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株主総会参考書類
　

議案および参考事項　

第１号議案　定款一部変更の件

  １．提案の理由　

　当社は、本年１月に経営効率の向上を図るため、本社機能を東京都文京区

から東京都千代田区に移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて現行

定款第３条に定める本店の所在地を変更するものであります。

　２. 変更の内容　

変更の内容は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は、変更部分を示します。）

現　　行　　定　　款 変　　更　　案

第 １ 章　　総　　　則 第 １ 章　　総　　　則

（本店の所在地）

第３条  当会社は、本店を東京都文

        京区に置く。

（本店の所在地）

第３条  当会社は、本店を東京都千

        代田区に置く。
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第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役大野元泰、藤井寛治の両氏が、本総会終結の時をもって任期満了となり

ます。

　また、取締役秦充洋氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

　つきましては、経営体制の強化を図るため取締役２名を増員することといたし

たく、取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏　　　　　名　
（生年月日）

　略歴、当社における地位、担当　
　 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 　

所有する当社の
株式の数

１
大野　元泰

（昭和38年３月22日生）

昭和61年４月 山一證券株式会社　入社
平成２年１月 株式会社日本総合研究所　

入所
平成３年５月 ボストンコンサルティン

グ・グループ株式会社　入
社

平成７年４月 医療法人社団健育会　入社
平成８年７月 当社　創業　代表取締役社

長
平成15年７月 大野元泰事務所代表　（現

任）
平成18年７月 株式会社葦の会　取締役

（現任）
平成21年６月 当社　取締役
平成22年５月 当社　代表取締役会長
平成22年７月 当社　代表取締役会長 兼

医薬営業支援事業部長　
平成22年８月 当社　代表取締役社長 兼

医薬営業支援事業部長　
平成23年１月 当社　代表取締役社長（現

任）　

1,224株

２
秦　充洋

（昭和42年11月14日生）

平成３年３月 ボストンコンサルティン
グ・グループ株式会社　入
社

平成８年７月 医療法人社団健育会　入社
平成８年11月 当社　取締役副社長
平成11年11月 ジーパラドットコム株式会

社　入社
平成12年７月 ジーパラドットコム株式会

社　代表取締役
平成14年７月 ボストンコンサルティン

グ・グループ株式会社　再
入社

平成18年５月 株式会社ミレニアムパート
ナーズ　代表取締役（現
任）

平成20年５月 日本コアパートナー株式会
社　取締役副社長　

平成22年６月 当社　取締役　（現任）

650株
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候補者
番号

氏　　　　　名　
（生年月日）

　略歴、当社における地位、担当　
　 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 　

所有する当社の
株式の数

３
鹿　剛

（昭和34年５月28日生）

昭和59年４月 株式会社東芝　入社
平成元年５月 日本サンマイクロシステム

ズ株式会社　入社
平成２年４月 ソニー株式会社　入社
平成４年７月 ソニー・インターナショナ

ル・シンガポール社（アジ
ア地域統括本社）　
法務部門統括責任者　

平成９年２月 ソニー・ヨーロッパ社（欧
州地域統括本社）　
法務部門統括責任者　

平成13年４月 ソニー・カード・ヨーロッ
パ社（金融関係事業会社）
代表取締役社長　

平成18年４月 プログレッシブ・システム
ズ株式会社　入社 管理本
部長 兼 北京駐在員事務所
主席代表

平成21年９月 持田製薬株式会社　入社
平成22年８月 当社　入社  総合企画担当
平成22年８月 当社　執行役員　総合企画

担当 兼 法務アドバイザー
平成23年４月 当社　執行役員　システム

統括本部長（現任）　

―株

４
諸橋　吉郎

（昭和31年１月17日生）

昭和54年11月 日本アップジョン株式会社
入社

平成19年12月 当社　入社
平成20年４月 当社　執行役員　ITソリュ

ーション部長
平成22年４月 当社　執行役員　管理本部

長（現任）

―株

５
菅野　寛

（昭和33年11月14日生）

昭和58年４月 株式会社日建設計　入社
平成３年５月 米国カーネギーメロン大

学留学　経営工学修士
（Master of Science in
　Industrial
　Administration）取得

平成３年８月 ボストン・コンサルティン
グ・グループ株式会社　入
社　

平成12年１月 同社　パートナー＆マネー
ジング・ディレクター　　

平成20年７月 一橋大学大学院　企業戦略
研究科教授（現任）　

―株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．菅野寛氏は、社外取締役候補者であります。

　　　３．菅野寛氏を社外取締役候補者とした理由は、長年に亘る企業経営に関

する助言業務の経験と専門知識を有しており、経営専門家としての客

観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるもの

と判断し、社外取締役候補者といたしました。
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      ４．当社は、社外取締役が期待される役割を発揮できるよう定款第30条に

おいて、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を

限定する契約を締結できる旨を定めております。社外取締役候補者で

ある菅野寛氏の選任が承認された場合、同氏と当該契約を締結する予

定であります。
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第３号議案　資本準備金の額の減少の件

１．資本準備金の額の減少の目的

　剰余金配当可能額の充実を図るとともに今後の資本政策に備えるため、資

本準備金の額の減少を行うものであります。

　２．資本準備金の額の減少の要領

　会社法第448条第1項の規定に基づき、次のとおり資本準備金を取り崩し、

その他資本剰余金に振り替えるものであります。

　　(1) 減少前の資本準備金の額　　　　　　516,444,011円

　　(2) 減少する資本準備金の額　　　　　　516,444,011円

　　(3) 減少後の資本準備金の額　　　　　　　　　　　0円

　　(4) 増加するその他資本剰余金の額　　　516,444,011円

　　(5) 資本準備金の額の減少の効力発生日　平成23年7月25日

　３．日程

　　(1) 取締役会決議　　　　　　　　　　　平成23年5月19日

　　(2) 定時株主総会決議日　　　　　　　　平成23年6月23日

　　(3) 債権者異議申述公告　　　　　　　　平成23年6月24日

　　(4) 債権者異議申述最終期日　　　　　　平成23年7月24日

　　(5) 効力発生日　　　　　　　　　　　　平成23年7月25日

　

以上　
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■交通のご案内
●東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線「九段下駅」５番出口から徒歩５分

●東京メトロ半蔵門線、都営新宿線・三田線「神保町駅」Ａ２出口から徒歩４分


